
境町特別支援教育就学奨励費事務取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は，特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４号）の

趣旨に基づき、特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、そ

の負担能力の程度に応じ、就学のため必要な経費の一部を補助すること（以下「奨励費」とい

う。）に係る事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要領において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）児童生徒 学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「学校教育法」という。）第１

７条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

（２）保護者 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「児童福祉法」という。）第６

条に規定する保護者をいう。

（支給対象者）

第３条 奨励費の支給を受けることができる者（以下「支給対象者」という。）は、境町内に住

所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１）境町立小中学校における学校教育法第８１条第２項及び第３項に規定する特別支援学級

に在籍する児童生徒の保護者。

（２）境町立小中学校の通常学級に在籍し、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）

第２２条の３に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者。

２ 前項に規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、奨励費の支給の対象としな

い。

（１）生活保護法（昭和２５年法第１４４号。）第６条第２項に規定する要保護者で、学校給

食費、校外活動費及び学用品の支給にあっては同法第１３条の規定による教育扶助を受けてい

る者。

（２）境町就学援助費が支給されている者。

（３）前項第１号又は２号に該当する者のうち、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行

令（昭和２９年政令第１５７号。以下「政令」という。）第２条第１号に規定する収入額が同

号に規定する需要額の２．５倍以上の者。

（４）児童福祉法に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設につい

て就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者。

（奨励費の費目）

第４条 前条に規定する支給対象者に支給する奨励費は、次に掲げる費目とする。

（１）学校給食費

（２）修学旅行費

（３）校外活動費（宿泊を伴わないもの）

（４）校外活動費（宿泊を伴うもの）



（５）学用品・通学用品購入費

（６）新入学児童生徒学用品購入費

（７）オンライン学習通信費

２ 前項に規定する奨励費の支給範囲は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨

励費補助金交付要綱別記２の補助事業の欄に掲げるとおりとする。

（奨励費の支給区分）

第５条 奨励費は、次に掲げる区分に応じて支給するものとし、第１区分には前条第１項各号に

掲げる経費について、第２区分の対象者には同項第１号から第６号に掲げる経費について支給

する。

（１）第１区分 政令第２条第１号に掲げる区分

（２）第２区分 政令第２条第２号に掲げる区分

（奨励費の支給額）

第６条 前条第１項に掲げる奨励費の支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助

金（小学校及び中学校分）限度額に応じて、教育委員会が作成する特別支援教育就学奨励費支

給単価表で定めるものとする。

２ 次条第１項ただし書きに規定する保護者に対し、第４条第１項第１号及び第６号に規定する

経費に掛かる奨励費を支給する場合は、月割り計算によりこれらを算出し行うものとする。こ

の場合において、当該月割り計算は、第８条第２項第１号の認定を行った日の属する月から起

算するものとし、当該奨励費に１円未満の端数が生じたときは、これは切り捨てるものとする。

３ 第２項の規定は、第１０条に規定する奨励費認定保護者が他市町村に転出する場合において

教育委員会が支給することとなる当該奨励費の算出方法について準用する。

（奨励費の支給の申請）

第７条 奨励費の支給を受けようとする者は、原則として当該支給を受けようとする年度の４月

末日までに、次に定める書類を境町教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度途中

から支給を受けようとする保護者においては、その限りではない。

（１）特別支援教育就学奨励費支給申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）

（２）第３条第１項第２号に該当する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は医師の診断書

等児童生徒の障害の程度が確認できる書類

（３）世帯全員分の前年分（申請する日が属する月が１月から３月までの場合にあっては、前々

年分）の所得状況を確認することができる書類

２ 前項第３号に掲げる書類については、申請者の同意を得た上で、書類により証明すべき事実

を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。

３ 教育委員会は、第１項の規定に基づき保護者から申請書が提出されたときは、校長に通知す

る。

（奨励費の認定等）

第８条 教育委員会は、前条の規定に基づき申請書等が提出されたときは、速やかにその内容を

審査するとともに、奨励費に関する認否の判断を行うものとする。



２ 教育委員会は、前項の規定による認否の判定を行ったときは、次に定めるところにより、保

護者にその結果を通知するものとする。

（１）奨励費の認定を行った場合 特別支援教育就学奨励費認定通知書（様式第２号）

（２）奨励費の認定を行わなかった場合 特別支援教育就学奨励費否認通知書（様式第３号）

３ 教育委員会は、前項の規定による通知のほか、奨励費に係る世帯による認否の判定の結果を

校長に通知するものとする。

（奨励費支給計画の通知）

第９条 教育委員会は、前条の規定に基づき奨励費の認定を行ったときは、当該認定に係る保護

者毎に奨励費の支給額を積算し、特別支援教育就学奨励費支給計画通知書（様式第４号）によ

りその内容を校長に通知するものとする。

（奨励費の事務処理の委任）

第１０条 第８条の規定に基づき奨励費の認定を受けた保護者（以下「奨励費認定保護者」とい

う。）は、請求及び受領の事務処理を校長に委任するものとする。

（奨励費の支給）

第１１条 校長は、前条の規定により奨励費認定保護者から委任を受けた場合において、当該奨

励費認定保護者に係る交付を受けようとするときは、請求書（様式第５号）を教育委員会に提

出しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の請求書を受理した場合において、奨励費を金銭により支給する場合は、

奨励費を校長が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

３ 前項の規定による奨励費の振り込みは、原則として７月、１１月、及び翌年の２月に行うも

のとする。ただし、特別の事情があると認められる者に対しては、当該振り込みの時期を変更

することができる。

４ 校長は、前２項の規定による奨励費の振込みがあったときは、速やかにその旨を奨励費認定

保護者に通知するとともに当該奨励費を支給するものとする。

（奨励費認定取下げの申出）

第１２条 奨励費認定保護者は、奨励費の認定を受けた後、当該認定に係る奨励費の支給を受け

る事由が消滅したときは、速やかに特別支援教育就学奨励費認定取下申出書（様式第６号）に

よりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

（奨励費認定の取消し等）

第１３条 教育委員会は、奨励費認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定

を取り消すものとする。

（１）第２条に規定する保護者の要件に該当しなくなったとき。

（２）前条の規定に違反したとき。

（３）偽りその他不正な手段により奨励費の支給を受けたとき。

（４）前３号に定めるもののほか教育委員会が必要と認めたとき。



２ 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、特別支援教育就学奨励費認定取

消通知書（様式第７号）を当該奨励費認定保護者に通知するものとする。

３ 教育委員会は、前項の奨励費認定保護者に対し、既に支給した奨励費の全部又は一部を返還

させることができる。その場合において、教育委員会は、特別支援教育就学奨励費返還命令書

（様式第８号）によりその旨を当該奨励費認定保護者に通知するものとする。

（補助機関）

第１４条 給与事務について、教育委員会が校長を補助機関とする場合は、教育委員会及び校長

は次の事務を行うものとする。

（１）校長は、教育委員会が作成した支給明細書に基づき奨励費を支給する。

（２）校長は、給与事務が完了したときは、支給明細書及び証拠書類等を教育委員会へ提出し、

その認定を受ける。

（証拠書類の整備）

第１５条 教育委員会（教育委員会の補助機関としての校長を含む。）は、保護者又は業者の請

求書、受領書及び支給明細書を他の関係書類とともに整理保存する。

（その他）

第１６条 この要領に定めのない事項は、教育委員会が定める。

附 則

この要領は、令和８年７月１日から施行する。



様式第１号

境町教育委員会　様

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

特別支援教育就学奨励費支給申請書（兼同意書・委任状）

申請日 年　　　月　　　日
保護者等（申請者）氏名 住所（右記のいずれかに〇を付けてください　持家・賃貸）

児童生徒氏名 学校名・学年・組 (支援学級名) 日中の連絡先（携帯等）

世帯の状況（前年１２月末日現在）

生年月日 生年月日

（満年齢） （満年齢）

給与所得有 公的年金有

（　　　　才） （　　　　才）

給与所得有 公的年金有

（　　　　才） （　　　　才）

給与所得有 公的年金有

（　　　　才） （　　　　才）

給与所得有 公的年金有

（　　　　才） （　　　　才）

給与所得有 公的年金有

（　　　　才） （　　　　才）

給与所得有 公的年金有

（　　　　才） （　　　　才）

給与所得有 公的年金有

（　　　　才） （　　　　才）

保護者等氏名 続柄
個人別総所得(給与所得又
は公的年金所得の有無)

子等の氏名 続柄

年　　月　　日 父・母・祖父母
その他(　　　　)

年　　月　　日
本人

円

年　　月　　日 父・母・祖父母
その他(　　　　)

年　　月　　日 兄・姉・弟・妹
その他(　　　　)円

年　　月　　日 父・母・祖父母
その他(　　　　)

年　　月　　日 兄・姉・弟・妹
その他(　　　　)円

年　　月　　日 父・母・祖父母
その他(　　　　)

年　　月　　日 兄・姉・弟・妹
その他(　　　　)円

年　　月　　日 父・母・祖父母
その他(　　　　)

年　　月　　日 兄・姉・弟・妹
その他(　　　　)円

年　　月　　日 父・母・祖父母
その他(　　　　)

年　　月　　日 兄・姉・弟・妹
その他(　　　　)円

年　　月　　日 父・母・祖父母
その他(　　　　)

年　　月　　日 兄・姉・弟・妹
その他(　　　　)円

　特別支援教育就学奨励費の支給を受けたいので、次のとおり申請いたしま
す。
　この申請にあたって、境町教育委員会がその認定に必要とする場合、世帯
全員の住民基本台帳、町民税課税台帳、生活保護･児童扶養手当受給状況等の
照会、また学校との情報の共有について、同意します。
　また、認定を受けた場合、学校長を代理人として、奨励費の請求･受領･処
理に関するすべての権限を委任します。



（教育委員会使用欄）

第１類

利子所得額 逓減率

配当所得額 第２類

不動産所得額 期末一時扶助額

事業所得額 障害者加算

給与所得額 母子加算

総合課税の短期譲渡
所得額 教育扶助基準

雑所得額 住宅扶助基準額

小計 需要額

総合課税の長期譲渡
所得額

一時所得額

小計の1/2の額

③
純損失及び雑損失の

繰越控除額 支弁区分

世帯の収入状況 需要額等

氏名/続柄

支弁区分判定

総所得額

退職所得額

山林所得額

小計

雑損

社会保険料

小規模企業共済等掛金

生命保険料

地震保険料

ひとり親又は寡婦控除
※保護者等のみ

小計

収入額

収入額合計

②

総
所
得
額

①

収入額

需要額



様式第２号

第 号

年 月 日

様

境町教育委員会教育長 ㊞

特別支援教育就学奨励費認定通知書

申請された特別支援教育就学奨励費について、下記のとおり決定されましたので通知

いたします。

記

判 定 認 定

認 定 日 年 月 日

児童生徒氏名 学校 年

児童生徒氏名 学校 年

児童生徒氏名 学校 年



様式第３号

第 号

年 月 日

様

境町教育委員会教育長 ㊞

特別支援教育就学奨励費否認通知書

申請された特別支援教育就学奨励費について、審査の結果，認定できませんでしたの

で通知いたします。

記

否認定の理由

児童生徒氏名 学校 年

児童生徒氏名 学校 年

児童生徒氏名 学校 年



様式第４号

学校名：

学校給食費 修学旅行費
校外活動
(宿泊なし)

校外活動費
(宿泊あり)

学用品費
通学用品費

新入学児童生
徒学用品費等

オンライン
学習通信費 合計

特別支援教育就学奨励費支給計画通知書

支給明細書（単位：円）

合計

学年 組
児童生徒
氏名

保護者
氏名

住所
支給
区分



様式第５号

年 月 日

境町教育委員会 様

学校

校長 ㊞

特別支援教育就学奨励費請求書

金 円

（ ほか 人分 明細書のとおり）

境町特別支援教育就学奨励費事務取扱要領第１１条第１項の規定により、上記の特別支

援教育就学奨励費を請求します。



様式第６号

境町教育委員会 様

特別支援教育就学奨励費認定取下申出書

現在支給を受けている 年度の特別支援教育就学奨励費について、次の事由により援

助が不要となりましたので、認定の取下げを申し出ます。

年 月 日

保護者
住所

氏名

児童生徒氏名 （ 学校 学年）

児童生徒氏名 （ 学校 学年）

児童生徒氏名 （ 学校 学年）

申請理由 該当する番号に○をつけてください。

（１）就労開始・転職等により、生活状況が好転したため。

（２）世帯構成に変更（婚姻等）が生じ、生活状況が好転したため。

（３）対象児童生徒が就学しなくなったため（転出等）。

（４）その他（具体的に記入してください。）



様式第７号

第 号

年 月 日

様

境町教育委員会教育長 ㊞

特別支援教育就学奨励費認定取消通知書

特別支援教育就学奨励費について、下記の理由により、その認定を取消しましたので、通

知いたします。

児童生徒氏名 （ 学校 学年）

認定取消日 年 月 日

取消しの理由



様式第８号

第 号

年 月 日

様

境町教育委員会教育長 ㊞

特別支援教育就学奨励費返還命令書

境町特別支援教育就学奨励費返還事務取扱要領第１３条第１項の規定により、あなたに

係る特別支援教育就学奨励費の認定を取り消したので、同条第３項の規定により、既に支給

した奨励費の返還を命じます。

児童生徒氏名 （ 学校 学年）

奨励費の返還額 返還額 円

（内訳）


